
は
じ
め
に

医
薬
分
業
論
争
と
は
、
医
薬
分
業
（
医
師
は
患
者
の
診
察
、
治

療
、
処
方
菱
の
交
付
を
行
い
、
薬
剤
師
が
薬
の
調
剤
、
販
売
を
行

う
）
を
制
度
と
し
て
実
施
す
べ
き
か
、
も
し
く
は
明
治
以
前
ど
お
り

に
医
師
が
薬
の
調
剤
、
販
売
も
兼
ね
る
（
医
薬
兼
業
）
こ
と
を
認
め

る
か
、
と
い
う
論
争
で
あ
る
。
明
治
七
年
の
「
医
制
」
公
布
以
来
、

原
則
的
に
は
（
法
律
の
本
則
で
は
）
医
薬
分
業
と
す
る
が
、
（
付
則
に

お
い
て
）
種
点
の
体
制
が
と
も
な
う
ま
で
医
師
の
調
剤
、
販
売
を
認

め
る
と
い
う
状
態
が
続
き
、
付
則
の
撤
廃
を
求
め
る
薬
剤
師
を
中
心

と
す
る
グ
ル
ー
プ
と
現
状
維
持
を
求
め
る
医
師
を
中
心
と
す
る
グ
ル

占
領
期
に
お
け
る

医
薬
分
業
論
争
史
（
第
一
報
）

ｌ
Ｇ
Ｈ
Ｑ
文
書
に
よ
る
検
証
Ｉ杉

田
聡

１
プ
の
論
争
が
国
会
を
中
心
と
し
て
絶
え
ず
存
在
し
た
。

戦
禍
が
拡
大
す
る
と
と
も
に
論
争
は
一
時
休
戦
と
な
っ
た
が
、
第

二
次
大
戦
後
の
占
領
下
に
お
い
て
連
合
国
軍
総
司
令
部
公
衆
衛
生
福

祉
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｐ
Ｈ
Ｗ
）
の
医
薬
分
業
の
法
制
化
へ
の
示
唆
に
よ

り
、
医
薬
分
業
論
争
は
再
燃
し
た
。

本
発
表
は
、
こ
の
占
領
下
に
お
け
る
医
薬
分
業
論
争
史
研
究
の
第

一
報
と
し
て
、
現
在
ま
で
未
発
表
で
あ
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
文
書
中
に
所
蔵
さ

れ
る
関
係
資
料
を
紹
介
し
、
占
領
期
日
本
医
療
史
研
究
に
資
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
文
書

連
合
国
軍
総
司
令
部
は
、
占
領
終
了
後
に
各
部
署
で
の
部
内
文
書

及
び
保
存
資
料
を
す
べ
て
米
国
に
持
ち
帰
り
、
米
国
国
立
公
文
書
館

に
収
納
し
た
。
こ
の
一
連
の
資
料
を
通
称
「
Ｇ
Ｈ
Ｑ
文
書
」
と
呼
ぶ

が
、
収
納
後
数
十
年
が
経
過
し
た
時
点
で
情
報
公
開
法
に
基
づ
き
一

般
に
公
開
さ
れ
、
新
憲
法
制
定
の
経
過
等
の
政
治
、
経
済
面
で
の
研

究
の
重
要
資
料
と
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

我
が
国
の
国
立
国
会
図
書
館
で
は
そ
の
重
要
性
に
着
目
し
、
Ｇ
Ｈ

Ｑ
文
書
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
化
を
一
九
七
○
年
代
よ
り
政
治
、

経
済
関
係
の
文
書
よ
り
順
次
進
め
て
き
た
が
、
一
九
八
八
年
末
に
作
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業
を
終
了
し
、
現
在
、
同
図
書
館
の
憲
政
資
料
室
に
収
納
し
閲
覧
に

付
し
て
い
る
。
本
発
表
で
扱
う
資
料
は
、
こ
の
内
の
公
衆
衛
生
福
祉

部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｐ
Ｈ
Ｗ
）
の
フ
ァ
イ
ル
の
中
に
散
在
す
る
医
薬
分
業

論
争
関
係
の
資
料
で
あ
る
。

医
薬
分
業
論
争
関
係
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
文
書

Ｇ
Ｈ
Ｑ
文
書
は
大
雑
把
な
分
類
は
さ
れ
て
い
る
が
、
項
目
に
よ
っ

て
は
散
逸
が
激
し
い
も
の
も
あ
る
。
こ
の
た
め
今
回
紹
介
す
る
資
料

は
必
ず
し
も
存
在
す
る
関
係
文
書
を
網
羅
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、

以
下
に
そ
の
リ
ス
ト
を
示
す
。

一
、
記
録
用
覚
書
（
冒
固
巨
○
嗣
少
ｚ
ｂ
ｄ
冨
蜀
○
悶
悶
団
○
○
閃
己
）

．
「
薬
の
調
剤
に
お
け
る
医
師
と
薬
剤
師
の
責
任
に
関
し
て
の
日
本

医
師
会
新
役
員
と
の
会
合
」
（
一
九
五
○
年
四
月
八
日
）

・
「
社
会
保
障
に
関
す
る
件
」
（
一
九
五
○
年
五
月
一
五
日
）

．
「
医
師
、
歯
科
医
師
、
薬
剤
師
の
責
任
に
関
す
る
会
合
」
（
一
九

五
○
年
五
月
二
五
日
）

．
「
診
療
費
の
調
整
に
関
す
る
会
議
に
関
し
て
の
会
合
」
（
一
九
五

○
年
六
月
二
三
日
）

．
「
診
療
報
酬
調
査
会
の
討
議
の
進
行
に
関
す
る
レ
ポ
ー
ト
」
（
一

二
、
サ
ム
ス
准
将
（
公
衆
衛
生
福
祉
部
長
）
宛
の
書
簡
、
報
告
書

．
「
医
薬
分
業
に
関
す
る
意
見
」
発
信
者
“
武
見
太
郎
（
日
本
医

師
会
医
薬
制
度
調
査
会
委
員
）
（
一
九
五
○
年
一
月
）

．
「
医
薬
分
業
問
題
に
関
す
る
決
定
Ｉ
国
会
へ
提
出
さ
れ
た
法

案
ｌ
」
報
告
者
“
高
野
一
夫
（
日
本
薬
剤
師
協
会
専
務
理
事
）

（
一
九
五
一
年
五
月
二
六
日
）

三
、
米
国
薬
剤
師
協
会
使
節
団
関
係
資
料

・
薬
事
勧
告
害
草
案
、
及
び
勧
告
害

資
料
は
す
べ
て
英
文
（
前
記
の
表
題
な
ど
の
訳
は
杉
田
に
よ
る
）

で
、
一
部
の
手
書
き
資
料
を
除
き
英
文
タ
イ
プ
に
よ
る
文
書
で
あ

》
（
》
Ｏ

発
表
に
お
い
て
は
、
前
記
資
料
を
も
と
に
占
領
期
の
医
薬
分
業
論

争
を
、
特
に
総
司
令
部
公
衆
衛
生
福
祉
部
の
関
与
に
つ
い
て
検
証
す

四
、
そ
の
他
の
医
薬
分
業
関
係
の
内
部
資
料
、
メ
モ

九
五
○
年
一
二
月
一
九
日
）
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プ
Ｑ
ｏ

（
東
京
大
学
医
学
部
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）

精
神
病
院
入
院
患
者
の
死
亡
率
が
処
遇
内
容
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ

る
こ
と
は
、
と
く
に
戦
争
末
期
と
敗
戦
直
後
の
栄
養
障
害
を
主
因
と

す
る
死
亡
率
の
高
さ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
病
院
運
営
や

職
員
体
制
に
大
き
な
変
化
が
あ
る
場
合
に
自
殺
が
増
え
る
と
い
う
指

摘
が
あ
る
。

一
九
四
五
年
六
月
開
設
の
京
都
府
立
洛
南
病
院
（
現
在
三
二
八

床
）
に
入
院
し
た
患
者
の
入
院
中
の
死
亡
率
お
よ
び
死
因
の
過
去
四

五
年
間
の
変
遷
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
医
療
お
よ
び
生
活
環
境
の
水

準
な
ら
び
に
時
代
状
況
が
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ

る
の
で
、
資
料
に
基
づ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
ゑ
た
い
。

過
去
四
五
年
間
の
一
精
神
病
院
に
お
け
る

入
院
患
者
の
死
亡
率
お
よ
び
死
因
に
つ
い

て

小
池
清
廉
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